
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

二

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

四

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

五

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

六

 
規

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二　

東
日
本
大
震
災
み
や
ぎ
こ
ど
も
育
英
基
金
条
例
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
百
十
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
（
修
学
の
支
援
に
関
す
る
事
業
に
限
る
。）
の
実
施
に
関
す

る
事
務

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

に
じ
い
ろ
ク
レ
ヨ
ン

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

柴
田　

滋
紀

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

石
巻
市
蛇
田
字
中
埣
四
十－

一　

川
村
住
宅
六
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
こ
ど
も
た
ち
を
中
心
に
、
心
の
ケ
ア

を
行
う
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
こ
ど
も
た
ち
の
健
全
な
成
長
を
助
け
、
さ

ら
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
に
わ
た
り
持
続
的
に
地
域
全
体
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

（1）　 平成23年12月20日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2317号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



 

二　

指
定
理
由                                                                              

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2317号　平成23年12月20日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

番

号
一二三四五

  
六

  
七

　

八

　

九

  
十

 
十
一

 
十
二

 
十
三

 
十
四

 
十
五

 
十
六

 
十
七

 
十
八

 
十
九

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン　

１
月
号

　

０
９
６
５
７－

０
１

Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ　

プ
チ　

１
月
号

　

１
５
４
８
７－

０
１

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ　

Ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

１

　

１
８
４
２
６－

０
１

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ　

シ
ュ
ガ
ー　

１
月
号

　

１
８
４
２
５－

０
１

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル　

１
月
号

　

０
８
５
７
７－

１

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
Ｒ
Ｅ
Ｄ
い
ち
ご　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

２
９

　

１
６
１
２
８－
１

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
嵐　

№
１

　

２
８
３
０
７－

１
／
１

秘
め
ご
と
は
蜜
の
香
り

　

５
３
４
１
５－

８
６

甘
や
か
な
花
の
血
族　

４

　

４
４
６
５
５－

７
３

彼
女
の
鍵
を
開
け
る
方
法　

１

　

５
６
０
２
０－

０
４

年
下
の
家
庭
教
師

　

５
７
６
２
２－

６
２

ワ
ー
プ
・
エ
ー
ビ
ー
シ
ー　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

１

　

０
９
７
５
０－

１
２

サ
ム
ラ
イ
イ
ー
エ
ル
オ
ー　

１
月
号

　

１
４
１
７
１－

０
１

Ｅ
Ｘ
ｃ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ　

１
２
月
号

　

１
１
９
５
７－

１
２

Ｇ
・
Ｔ
・
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク
ス　

Ｖ
ｏ
ｌ．

８

　

０
４
８
７
８－

１

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
ザ
・
タ
ブ
ー

　

６
８
４
６
４－

２
９

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

１
月
号

　

０
４
８
７
７－

１

劇
画
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス　

１
月
号

　

０
３
３
６
９－

０
１

Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｕ
Ｓ　

Ｍ
Ａ
Ｘ　

２
０
１
１
年
総
集
編
Ｓ
Ｐ

発　
　

行　
　

所

㈱
一
水
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
大
都
社

㈱
大
都
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
秋
田
書
店

㈱
白
泉
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
宙
出
版

㈱
秋
田
書
店

㈱
竹
書
房

ト
ラ
ン
ス
ワ
ー
ル
ド
ジ
ャ

パ
ン
㈱

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
㈱

㈱
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
・

メ
デ
ィ
ア

㈱
大
洋
図
書

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ

　

０
４
１
０
０－

０
１

実
施
年
月
日

平
成
二
十
四
年

二
月
六
日

　

同
二
月
七
日

　

同
二
月
八
日

　

同
二
月
九
日

　

同
二
月
十
日

　

同
二
月
十
三
日

　

同
二
月
十
四
日

　

同
二
月
十
五
日

　

同
二
月
十
六
日

　

同
二
月
十
七
日

　

同
二
月
二
十
日

　

同
二
月
二
十
一
日

実　

施　

区　

域

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

石

巻

市

湊
・
渡
波
・

荻
浜

湊
・
渡
波
・

荻
浜

牡　
　
　

鹿

住
吉
・
中
里
・

稲
井

桃　
　
　

生

河　
　
　

北

蛇

田

・

大

街

道

石　
　
　

巻

石　
　
　

巻

石　
　
　

巻

河　
　
　

南

河　
　
　

南

検
査
受
付
時
間

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

実

施

の

場

所

石
巻
市
渡
波
公
民
館

石
巻
市
渡
波
公
民
館

石
巻
市
牡
鹿
総
合
支
所

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

石
巻
市
桃
生
総
合
支
所

石
巻
市
河
北
総
合
支
所

石
巻
市
蛇
田
公
民
館

石
巻
市
役
所
旧
庁
舎

石
巻
市
役
所
旧
庁
舎

石
巻
市
役
所
旧
庁
舎

Ｊ
Ａ
い
し
の
ま
き
河
南
低
温
農

業
倉
庫
（
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
隣
）

Ｊ
Ａ
い
し
の
ま
き
河
南
低
温
農

業
倉
庫
（
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
隣
）



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

登
米
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（3）　 平成23年12月20日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2317号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
五
百
八
十
八
番
一
、
五
百
八

十
六
番
一
、
千
六
十
二
番
一
、
五
百
八
十
四
番
一
、
五
百

八
十
二
番
一
、
五
百
八
十
六
番
一
地
先
の
道
及
び
六
百
八

十
九
番
三
地
先
の
水
の
各
一
部

　

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一
丁
目
四
番
地
五
号

 

日
配
土
地
開
発
株
式
会
社　
　
　



 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　
〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

 

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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政
治
団
体
の
名
称

み
ん
な
の
党
亘
理

町
議
会
第
１
支
部

代　

表　

者

の　

氏　

名

鈴
木　

洋
子

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

鈴
木　

健
人

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
流

一
四
六－
一
七
六

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

〇

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
一
日

　

政
治
団
体
の
名
称

只
野
順
後
援
会

渡
辺
よ
し
お
後
援
会

代　

表　

者

の　

氏　

名

松
田　
　

淳

伊
藤　
　

進

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

小
堤　

定
美

吉
野　

泰
夫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
上
谷
地
一
一－

一
〇
三

黒
川
郡
大
和
町
も
み
じ
ヶ
丘
一－

一
六

－

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
十
五
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
五

選
挙
区
支
部

異
動
事
項

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

新

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

旧

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
一
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
九
日

　

（
公
職
の
種

類
）

衆
議
院
議
員

政
治
団
体
の
名
称

板
橋
勇
後
援
会

川
嶋
保
美
栗
原
連
合
後
援

会川
嶋
保
美
栗
原
連
合
後
援

会栗
原
つ
ば
さ
の
会

栗
原
つ
ば
さ
の
会

下
山
ひ
ろ
つ
ぐ
後
援
会

　
中
川
久
男
後
援
会

長
谷
川
洋
一
を
育
て
る
会

　
宮
城
県
道
路
運
送
経
営
研

究
会

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

新

伊
具
郡
丸
森
町
金
山
字

田
林
二－

二

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中

町
一
五

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南

大
通
一
四－

七

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中

町
一
五

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南

大
通
一
四－

七

名
取
市
上
余
田
字
千
刈

田
八
八
六－

一

赤
間　
　

勲

佐
々
木　

勇

跡
部　
　

洋

目
黒
裕
治
郎

吉
田　

雄
三

旧

伊
具
郡
丸
森
町
金
山
字

外
沼
一
一
五－

六

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南

大
通
一
四－

七

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中

町
一
五

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南

大
通
一
四－

七

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中

町
一
五

名
取
市
閖
上
二－

九－

一
八

下
山　

博
嗣

菅
原　

政
彦

佐
藤　

良
一

遠
藤　

裕
一

田
鎖　

輝
昭

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
五
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

い
し
ば
し
源
一
後
援
会

郷
湖
健
一
後
援
会

佐
藤
征
一
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

瀬
戸　

良
昭

田
代
幸
之
進

富
永　

正
義

解
散
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
九
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
日



〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

郷
乃
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
郷
湖
健
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
仙
台
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
23.
11.
21

23.
11.
1

          
（         5  解

散

）

１
収
入
総
額

1,267,23
        9  

前
年
繰
越
額

440,322
       

本
年
収
入
額

826,917

       
２
支
出
総
額

1,267,23

        9  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

490,82

      0  

個
人
分

490,820

       

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

336,000

       

総
会
懇
親
会

336,000

       

そ
の
他
の
収
入

97   

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

97   

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

91,636

      

備
品
・
消
耗
品
費

13,761

      

事
務
所
費

77,875

      

政
治
活
動
費

1,175,60

        3  

組
織
活
動
費

33,259

      

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

307,511

       

そ
の
他
の
事
業
費

307,511

       

寄
附
・
交
付
金

829,634

       

そ
の
他
の
経
費

5,199

     

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

郷
湖
健
一

454,820

       

仙
台
市
泉
区

年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

36,000

      

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

い
し
ば
し
源
一
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
10.
11

23.
10.
9

          
（          解

散

）

１
収
入
総
額

9,426

     

前
年
繰
越
額

9,426

     

２
支
出
総
額

0  

郷
湖
健
一
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
11.
21

23.
11.
1

          
（         5  解

散

）

１
収
入
総
額

1,310,56

        2  

前
年
繰
越
額

480,851

       

本
年
収
入
額

829,711

       

２
支
出
総
額

1,310,56

        2  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

829,63

      4  

政
治
団
体
分

829,634

       

そ
の
他
の
収
入

77   

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

77   

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

1,299,74

        2  

備
品
・
消
耗
品
費

30,113

      

事
務
所
費

1,269,62

        9  

政
治
活
動
費

10,820

      

組
織
活
動
費

10,820
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郷
乃
会

郷
湖　

健
一

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日



５
寄
附
の
内
訳

（政
治
団
体
分

）

　
　
　

郷
乃
会

829,634

 

 

        仙
台
市
泉
区

佐
藤
征
一
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
10.
31

23.
10.
3

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

6,520

     

前
年
繰
越
額

6,520

     

２
支
出
総
額

6,520

     

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

6,520

     

組
織
活
動
費

6,520

     

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
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届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

郷
湖　

健
一

公
職
の
種
類

仙
台
市
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

郷
乃
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
泉
区
松
森
字

鹿
島
三
九－

五

代
表
者
の

氏　
　

名

郷
湖　

健
一

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 
十
一
月
二
十
一
日


